
４　介護医療院サービス

注 注 注 注

夜勤を行う職員の
勤務条件基準を
満たさない場合

入所者の数が入
所者の定員を超
える場合

又
は

医師、薬剤師、看
護職員、介護職
員、介護支援専
門員の員数が基
準に満たない場合

又
は

看護師が基準に
定められた看護職
員の員数に
20/100を乗じて
得た数未満の場
合

常勤のユニットリー
ダーをユニット毎
に配置していない
等ユニットケアに
おける体制が未整
備である場合

身体拘束廃止未
実施減算

療養環境の基準
(廊下）を満たさな
い場合

療養環境の基準
（療養室）を満たさ
ない場合

夜勤を行う職員の
勤務条件に関す
る基準の区分によ
る加算

若年性認知症入
所者受入加算

要介護１ （ 694 単位） ー69単位
要介護２ （ 802 単位） ー80単位
要介護３ （ 1,035 単位） ー104単位
要介護４ （ 1,134 単位） ー113単位
要介護５ （ 1,223 単位） ー122単位
要介護１ （ 803 単位） ー80単位
要介護２ （ 911 単位） ー91単位
要介護３ （ 1,144 単位） ー114単位
要介護４ （ 1,243 単位） ー124単位
要介護５ （ 1,332 単位） ー133単位
要介護１ （ 684 単位） ー68単位
要介護２ （ 790 単位） ー79単位
要介護３ （ 1,020 単位） ー102単位
要介護４ （ 1,117 単位） ー112単位
要介護５ （ 1,205 単位） ー121単位
要介護１ （ 791 単位） ー79単位
要介護２ （ 898 単位） ー90単位
要介護３ （ 1,127 単位） ー113単位
要介護４ （ 1,224 単位） ー122単位
要介護５ （ 1,312 単位） ー131単位

要介護１ （ 668 単位） ー67単位

要介護２ （ 774 単位） ー77単位

要介護３ （ 1,004 単位） ー100単位

要介護４ （ 1,101 単位） ー110単位

要介護５ （ 1,189 単位） ー119単位

要介護１ （ 775 単位） ー78単位

要介護２ （ 882 単位） ー88単位

要介護３ （ 1,111 単位） ー111単位

要介護４ （ 1,208 単位） ー121単位

要介護５ （ 1,296 単位） ー130単位

要介護１ （ 649 単位） ー65単位
要介護２ （ 743 単位） ー74単位
要介護３ （ 947 単位） ー95単位
要介護４ （ 1,034 単位） ー103単位
要介護５ （ 1,112 単位） ー111単位
要介護１ （ 758 単位） ー76単位
要介護２ （ 852 単位） ー85単位
要介護３ （ 1,056 単位） ー106単位
要介護４ （ 1,143 単位） ー114単位
要介護５ （ 1,221 単位） ー122単位

要介護１ （ 633 単位） ー63単位

要介護２ （ 727 単位） ー73単位

要介護３ （ 931 単位） ー93単位

要介護４ （ 1,018 単位） ー102単位

要介護５ （ 1,096 単位） ー110単位

要介護１ （ 742 単位） ー74単位

要介護２ （ 836 単位） ー84単位

要介護３ （ 1,040 単位） ー104単位

要介護４ （ 1,127 単位） ー113単位

要介護５ （ 1,205 単位） ー121単位

要介護１ （ 622 単位） ー62単位

要介護２ （ 716 単位） ー72単位

要介護３ （ 920 単位） ー92単位

要介護４ （ 1,007 単位） ー101単位

要介護５ （ 1,085 単位） ー109単位

要介護１ （ 731 単位） ー73単位

要介護２ （ 825 単位） ー83単位

要介護３ （ 1,029 単位） ー103単位

要介護４ （ 1,116 単位） ー112単位

要介護５ （ 1,194 単位） ー119単位

要介護１ （ 635 単位） ー64単位

要介護２ （ 735 単位） ー74単位

要介護３ （ 954 単位） ー95単位

要介護４ （ 1,046 単位） ー105単位

要介護５ （ 1,130 単位） ー113単位

要介護１ （ 736 単位） ー74単位

要介護２ （ 838 単位） ー84単位

要介護３ （ 1,055 単位） ー106単位

要介護４ （ 1,148 単位） ー115単位

要介護５ （ 1,231 単位） ー123単位

要介護１ （ 590 単位） ー59単位

要介護２ （ 680 単位） ー68単位

要介護３ （ 874 単位） ー87単位

要介護４ （ 957 単位） ー96単位

要介護５ （ 1,031 単位） ー103単位

要介護１ （ 694 単位） ー69単位

要介護２ （ 784 単位） ー78単位

要介護３ （ 978 単位） ー98単位

要介護４ （ 1,060 単位） ー106単位

要介護５ （ 1,134 単位） ー113単位

要介護１ （ 820 単位） ー82単位
要介護２ （ 928 単位） ー93単位
要介護３ （ 1,161 単位） ー116単位
要介護４ （ 1,260 単位） ー126単位
要介護５ （ 1,349 単位） ー135単位
要介護１ （ 820 単位） ー82単位
要介護２ （ 928 単位） ー93単位
要介護３ （ 1,161 単位） ー116単位
要介護４ （ 1,260 単位） ー126単位
要介護５ （ 1,349 単位） ー135単位
要介護１ （ 810 単位） ー81単位
要介護２ （ 916 単位） ー92単位
要介護３ （ 1,146 単位） ー115単位
要介護４ （ 1,243 単位） ー124単位
要介護５ （ 1,331 単位） ー133単位
要介護１ （ 810 単位） ー81単位
要介護２ （ 916 単位） ー92単位
要介護３ （ 1,146 単位） ー115単位
要介護４ （ 1,243 単位） ー124単位
要介護５ （ 1,331 単位） ー133単位
要介護１ （ 819 単位） ー82単位
要介護２ （ 919 単位） ー92単位
要介護３ （ 1,135 単位） ー114単位
要介護４ （ 1,227 単位） ー123単位
要介護５ （ 1,310 単位） ー131単位
要介護１ （ 819 単位） ー82単位
要介護２ （ 919 単位） ー92単位
要介護３ （ 1,135 単位） ー114単位
要介護４ （ 1,227 単位） ー123単位
要介護５ （ 1,310 単位） ー131単位

要介護１ （ 770 単位） ー77単位

要介護２ （ 870 単位） ー87単位

要介護３ （ 1,089 単位） ー109単位

要介護４ （ 1,181 単位） ー118単位

要介護５ （ 1,264 単位） ー126単位

要介護１ （ 770 単位） ー77単位

要介護２ （ 870 単位） ー87単位

要介護３ （ 1,089 単位） ー109単位

要介護４ （ 1,181 単位） ー118単位

要介護５ （ 1,264 単位） ー126単位

要介護１ （ 778 単位） ー78単位
要介護２ （ 873 単位） ー87単位
要介護３ （ 1,078 単位） ー108単位
要介護４ （ 1,166 単位） ー117単位
要介護５ （ 1,244 単位） ー124単位

要介護１ （ 778 単位） ー78単位

要介護２ （ 873 単位） ー87単位

要介護３ （ 1,078 単位） ー108単位

要介護４ （ 1,166 単位） ー117単位

要介護５ （ 1,244 単位） ー124単位

※　夜勤勤務条件減算を適用する場合には、夜間勤務等看護加算を適用しない。

※　ハ及びヘを適用する場合には、（※２）を適用しない。

注
所定単位は、イからヰまでにより算定した単位数の合計

（二）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　（1月につき　＋所定単位×１９／１０００）

（三）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　（1月につき　＋所定単位×１０／１０００）

（四）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）
　　（1月につき　＋（三）の９０／１００）

（五）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）
　　（1月につき　＋（三）の８０／１００）

ヰ　サービス提供体制
　　　強化加算

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ
　　　　　　　　　　　　（１日につき　１８単位を加算）

（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ
　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（四）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

ノ　介護職員処遇改善加算

（一）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　（1月につき　＋所定単位×２６／１０００）

ナ　認知症行動・心理症状緊急対応加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（入所後7日に限り　１日につき２００単位を加算）

ラ　重度認知症疾患療養体制加算

（一）重度認知症疾患療養体制加算（Ⅰ）
　　　　　　　要介護１・２　　（１日につき1４０単位を加算）
　　　　　　　要介護３・４・５ （１日につき４０単位を加算）

（二）重度認知症疾患療養体制加算（Ⅱ）
　　　　　　　要介護１・２　　（１日につき２００単位を加算）
　　　　　　　要介護３・４・５ （１日につき１００単位を加算）

ム　移行定着支援加算　（※２）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき９３単位を加算）

ウ　排せつ支援加算　（※２）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　１００単位を加算）

レ　在宅復帰支援機能加算　（※２）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１０単位を加算）

ソ　特別診療費　（※２）

ツ　緊急時施設診療費

ア　緊急時治療管理
（1月に1回3日を限度に､1日につき５１１単位を算定）

イ　特定治療

ネ　認知症専門ケア加算

（一）　認知症専門ケア加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　（1日につき　３単位を加算）

（二）　認知症専門ケア加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　（1日につき　４単位を加算）

カ　口腔衛生管理体制加算　（※２）　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　　３０単位を加算）
注
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月１回以上行っている場合

ヨ　口腔衛生管理加算　（※２）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　　９０単位を加算）
注
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月２回以上行い、当該入所者に係る口腔ケアについて、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行った場合
口腔衛生管理体制加算を算定していない場合は、算定しない。

タ　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1回につき　６単位を加算（１日に３回を限度））

ヲ　経口移行加算　（※２）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２８単位を加算）

注
栄養マネジメント加算を算定していない場合は、算定しない。

ワ　経口維持加算
　　　（１月につき）　（※２）

（一）　経口維持加算（Ⅰ）　　　（４００単位）
注
栄養マネジメント加算を算定していない場合は、算定しない。

（二）　経口維持加算（Ⅱ）　　　（１００単位）
注
経口維持加算（Ⅰ）を算定していない場合には、算定しない。

注
退所後の主治医に対して診療情報を提供した場合

e　退所前連携加算
　　　　　　　　　　　　（５００単位）

注
居宅介護支援事業者と退所前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合

（二）　訪問看護指示加算
　　（入所者１人につき１回を限度として　　　３００単位算定）

ヌ　栄養マネジメント加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１４単位を加算）

ル　低栄養リスク改善加算　（※２）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　３００単位を加算）

注
栄養マネジメント加算を算定していない場合及び経口移行加算・経口維持加算を算定している場合は、算定しない。

ト　初期加算　　　　　　　　（1日につき　＋３０単位）

チ　再入所時栄養連携加算　（※２）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（入所者1人につき1回を限度として４００単位を加算）

注
栄養マネジメント加算を算定していない場合は、算定しない。

リ　退所時
　指導等加算
（※２）

（一）　退所時等指
導加算

a　退所前訪問指導加算
　（入所中1回（又は2回）を限度に、４６０単位を算定）

b　退所後訪問指導加算
　（退所後1回を限度に、４６０単位を算定）

c　退所時指導加算
　　　　　　　　　　　　（４００単位）

注
入所者及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行った場合

d　退所時情報提供加算
　　　　　　　　　　　　（５００単位）

注　外泊時費用 入所者に対して居宅における外泊を認めた場合、１月に６日を限度として所定単位数に代えて１日につき３６２単位を算定

注　試行的退所サービス費 入所者に対して居宅における試行的退所を認めた場合、１月につき６日を限度として１日につき８００単位を算定

注　他科受診時費用 入所者に対して、専門的な診療が必要になり、他医療機関において診療が行われた場合、１月に４日を限度として所定単位数に代えて１日につき３６２単位を算定

（１）ユニット型Ⅱ型
　介護医療院サービス費（ⅰ）
　＜ユニット型個室＞

（２）ユニット型Ⅱ型
　介護医療院サービス費（ⅱ）
　＜ユニット型個室的多床室＞

へ　ユニット
　型特別介護
　医療院
　サービス費
（１日につき）

（１）ユニット型
　Ⅰ型特別介護
　医療院
　サービス費

 （一）ユニット型Ⅰ型
 　特別介護医療院

　サービス費（ⅰ）
　＜ユニット型個室＞

×９０／１００
 （二）ユニット型Ⅰ型

 　特別介護医療院
　サービス費（ⅱ）
　＜ユニット型個室的
　多床室＞

（２）ユニット型
　Ⅱ型特別介護
　医療院
　サービス費

 （一）ユニット型Ⅱ型
 　特別介護医療院

　サービス費（ⅰ）
　＜ユニット型個室＞

 （二）ユニット型Ⅱ型
 　特別介護医療院

　サービス費（ⅱ）
　＜ユニット型個室的
　多床室＞

ニ　ユニット
　型Ⅰ型
　介護医療院
　サービス費
（１日につき）

（１）ユニット型
　Ⅰ型介護
　医療院
　サービス費（Ⅰ）

 （一）ユニット型Ⅰ型
 　介護医療院

　サービス費（ⅰ）
　＜ユニット型個室＞

×９７／１００

 （二）ユニット型Ⅰ型
 　介護医療院

　サービス費（ⅱ）
　＜ユニット型個室的
　多床室＞

（２）ユニット型
　Ⅰ型介護
　医療院
　サービス費（Ⅱ）

 （一）ユニット型Ⅰ型
 　介護医療院

　サービス費（ⅰ）
　＜ユニット型個室＞

×９０／１００
 （二）ユニット型Ⅰ型

 　介護医療院
　サービス費（ⅱ）
　＜ユニット型個室的
　多床室＞

ホ　ユニット
　型Ⅱ型
　介護医療院
　サービス費
（１日につき）

 （二）Ⅱ型介護医療院
　サービス費（ⅱ）
　＜多床室＞

ハ　特別
　介護医療院
　サービス費
（１日につき）

（１）Ⅰ型特別
　介護医療院
　サービス費

 （一）Ⅰ型特別介護医療院
　サービス費（ⅰ）
　＜従来型個室＞

×９０／１００

 （二）Ⅰ型特別介護医療院
　サービス費（ⅱ）
　＜多床室＞

（２）Ⅱ型特別
　介護医療院
　サービス費

 （一）Ⅱ型特別介護医療院
　サービス費（ⅰ）
　＜従来型個室＞

 （二）Ⅱ型特別介護医療院
　サービス費（ⅱ）
　＜多床室＞

 （二）Ⅰ型介護医療院
　サービス費（ⅱ）
　＜多床室＞

ロ　Ⅱ型
　介護医療院
　サービス費
（１日につき）

（１）Ⅱ型
　介護医療院
　サービス費（Ⅰ）

 （一）Ⅱ型介護医療院
　サービス費（ⅰ）
　＜従来型個室＞

 （二）Ⅱ型介護医療院
　サービス費（ⅱ）
　＜多床室＞

（２）Ⅱ型
　介護医療院
　サービス費（Ⅱ）

 （一）Ⅱ型介護医療院
　サービス費（ⅰ）
　＜従来型個室＞

 （二）Ⅱ型介護医療院
　サービス費（ⅱ）
　＜多床室＞

（３）Ⅱ型
　介護医療院
　サービス費（Ⅲ）

 （一）Ⅱ型介護医療院
　サービス費（ⅰ）
　＜従来型個室＞

－２５単位

夜間勤務等看
護（Ⅰ）

　＋２３単位

夜間勤務等看
護（Ⅱ）

　＋１４単位

夜間勤務等看
護（Ⅲ）

　＋１４単位

夜間勤務等看
護（Ⅳ）
＋７単位

＋１２０単位

 （二）Ⅰ型介護医療院
　サービス費（ⅱ）
　＜多床室＞

（２）Ⅰ型
　介護医療院
　サービス費（Ⅱ）

 （一）Ⅰ型介護医療院
　サービス費（ⅰ）
　＜従来型個室＞

 （二）Ⅰ型介護医療院
　サービス費（ⅱ）
　＜多床室＞

（３）Ⅰ型
　介護医療院
　サービス費（Ⅲ）

 （一）Ⅰ型介護医療院
　サービス費（ⅰ）
　＜従来型個室＞

×９０／１００

基本部分

注 注

イ　Ⅰ型
　介護医療院
　サービス費
（１日につき）

（１）Ⅰ型
　介護医療院
　サービス費（Ⅰ）

 （一）Ⅰ型介護医療院
　サービス費（ⅰ）
　＜従来型個室＞

－２５単位 ×７０／１００ ×７０／１００ 　－２５単位

介護　21




